
守谷市一般競争入札の受付に関する公告 

 

 守谷市一般競争入札（電子入札）の受付を次のとおり行う。 

 

令和８年５月１３日 

 

守 谷 市 長   松 丸 修 久    

 

１ 対象業務 
（１）業務件名 
  令和８年度特定建築物定期調査業務 

（２）業務場所   
守谷市百合ケ丘地内外 

（３）業務概要 

建築基準法第１２条第１項及び第３項の規定に基づく下記特定建築物の敷

地及び構造についての損傷、腐食その他劣化状況を調査し、報告書の作成

等を行う。  

【対象建築物、延床面積、（用途）】 

中央公民館 ３，１６４㎡（２集会場） 

高野公民館 １，１１０㎡（２集会場） 

北守谷公民館 １，８８６㎡（２集会場） 

学びの里（Ａ棟） １，４１８㎡（２集会場） 

南守谷児童センター １，１２３㎡（８児童福祉施設） 

守谷市市民交流プラザ １，９６５㎡（８児童福祉施設） 

北園保育所 １，０３８㎡（８児童福祉施設） 

中央図書館 ３，９７１㎡（７図書館） 

（４）契約期間 

  契約日の翌日から令和９年２月２６日まで 

 

２ 入札参加資格等 

（１）茨城県内において本店又は支店を有すること。 

（２）守谷市競争入札参加資格規程（平成１５年訓令第１３号）に基づく令和７・

８年度有資格者名簿（建築関係コンサルタント）に登載された者であること。 

（３）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士

事務所の登録を行っていること。 

（４）建築士法第２条第２項に規定する一級建築士が３人以上在籍しており、その

資格を有する者を対象業務に配置できること。 

（５）過去１０年以内に国内で公共施設の特定建築物定期調査業務を元請として受

注した実績があること。 

（６）次に掲げる基準を満たす技術者を対象業務に配置できること。 



   ①一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受け

ている者であること。 

   ②過去１０年以内に国内で公共施設の特定建築物定期調査業務の経験を有

する者であること。 

（７）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定 

に該当しない者及び同条第２項の規定に基づく守谷市の入札参加の制限を

受けていない者であること。 

（８）公告の日から入札（開札）日までの間、会社更生法（平成１４年法律第１５

４号）に基づく更生手続き開始申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づく再生手続き開始申立てをしていないこと。ただし、再生計

画の認可決定が確定した後に守谷市が一般競争入札参加資格の再認定をし

たときは、この限りではない。 

（９）公告の日から入札（開札）日までの間、守谷市工事等の契約に係る指名停止等

措置要領に基づく指名停止措置を受けてないこと。 

（10）守谷市建設工事等暴力団排除対策措置要綱（平成２０年告示第７６号）第３

条の規定に基づく排除措置等を受けていないこと。 

 

３ 入札方法 

入札方法は電子入札システムにより行う。「守谷市建設工事等入札心得（電子 

入札）」を参照すること。 

 

４ 入札参加申請方法 

（１）入札参加申請は、電子入札システムにより申請すること。 

（２）入札参加申請書は、守谷市公式ホームページからダウンロードした様式「守

谷市一般競争入札参加申請書」を使用すること。 

 

５ 入札参加申請書の提出 

入札参加申請は次の書類を各１部電子入札システムにより提出すること。 

（１）入札参加申請書 

守谷市一般競争入札参加申請書（様式第１号） 

（２）業務実績書 

 ア 類似業務履行実績調書（様式第２号） 

イ 契約書の写し 

ウ 業務内容、規模が確認でき工事を履行したことが証明できるもの 

（仕様書、テクリス等） 

（３）配置予定技術者 

ア 配置予定技術者調書（建築設計）（様式第３号） 

（４）技術者一覧表（任意書式）※一級建築士の在籍状況が分かるもの 

 



６ 入札参加申請受付期間 

（１）受付期間 

令和８年５月１９日から令和８年５月２１日まで 

（２）受付時間 

  午前９時から午後５時まで 

（３）提出方法 

 ＴＩＦＦ形式による画像ファイルとし電子入札システム上で提出すること。 

 

７ 設計図書の閲覧 

（１）期間 

令和８年５月１３日から令和８年６月１日まで 

（２）ホームページ 

「いばらき電子入札共同利用システム（入札情報サービス）」に公開するので

次のアドレスからダウンロードすること。 

        

入札情報サービス（調達機関名で「守谷市」を選択） 

   ＵＲＬhttp://ppi.cals-ibaraki.lg.jp/ppi.html 

 

８ 質疑応答 

（１）質疑がある場合のみ提出とする。質疑がある場合には、メール又はファクシ

ミリで提出すること。（様式は、市ホームページよりダウンロード） 

  ア 受付期間 

令和８年５月１９日から令和８年５月２１日まで 

  イ 受付時間 

午前９時から午後５時まで 

ウ 受付場所 

守谷市役所 総務部管財課 

（２）質問に対する回答は、令和８年６月１日午後５時までに入札参加者へメール

又はファクシミリにて通知する。 

 

９ 入札書の受付期間 

（１）受付期間  

令和８年６月１０日から令和８年６月１１日まで 

（２）受付時間 

   午前９時から午後５時まで 

（３）提出方法 

業務費内訳書（指定の様式を守谷市公式ホームページからダウンロード）は

必ず添付すること。なお、業務費内訳書の提出方法については、ＴＩＦＦ形式

による画像ファイルを電子入札システム上で提出すること。 

http://ppi.cals-ibaraki.lg.jp/ppi.html


 

10 入札（開札）の日時及び場所 

（１）開札日時 

令和８年６月１２日 午後１時３０分から 

（２）開札場所 

守谷市役所 Ｂ棟２階管財課内 

 

11 予定価格（税抜き） 

 金４，０００，０００円 

 

12 最低制限価格 

  設定する。 

 

13 支払条件 

（１）入札保証金  免除 

（２）契約保証金  免除 

（３）前 払 金  無 

（４）部 分 払  無 

（５）残   額  竣工払 

 

14 入札の無効 

次の一つに該当する入札は無効とする。 

（１）入札参加資格がないと認められた場合 

（２）入札について不正の行為があった場合 

（３）提出書類に虚偽の記載をした場合 

（４）入札金額が最低制限価格を下回った場合 

（５）業務費内訳書の提出がない場合（入札金額と相違があった場合を含む） 

（６）電子入札の場合で、有効な電子証明書を取得しない者が入札した場合 

（７）担当部局の承諾を得ず又は指示によらず紙入札をした場合 

（８）電子入札と紙入札の両方を行った場合 

（９）電子入札の場合、入札者本人又は第三者を問わず、不正な手段により改ざん

された事項を含む場合 

（10）前各号のほか、入札条件に違反した場合 

 

15 電子契約 

この工事は、電子契約の対象業務である。電子契約での契約締結を希望する者

は、入札結果通知書の受領後、翌営業日の正午までに「電子契約利用申出書」

（様式は、市ホームページよりダウンロード）を次のアドレス宛に提出するこ

と。 



16 提出先・問い合わせ先 

（１）入札に関すること 

〒302-0198 茨城県守谷市大柏９５０番地の１ 

守谷市役所 総務部管財課 契約検査室 

電 話 0297-45-1111 

ＦＡＸ 0297-45-2804 

メール kanzai@city.moriya.ibaraki.jp 

守谷市ホームページ http://www.city.moriya.ibaraki.jp 

（２）業務内容に関すること 

守谷市役所 教育委員会生涯学習課 

電 話 0297-45-1111 

ＦＡＸ 0297-45-5703 

 


